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政
令
第

号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入

国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
十
二
項
、
第

六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。（

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
在
留
資
格
の
変
更
の
許
可
等
に
係
る
手
数
料
の
納
付
）

第
二
十
五
条

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

許
可
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

在
留
資
格
の
変
更
又
は
在
留
期
間
の
更
新
の
許
可
（
当
該
許
可
に
伴
い
決
定
さ
れ
る
在
留
期
間
が
三
月
以
下
の
も
の
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に
限
る
。
）

一
万
円

二

在
留
資
格
の
変
更
又
は
在
留
期
間
の
更
新
の
許
可
（
前
号
に
掲
げ
る
許
可
を
除
く
。
）

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲

げ
る
当
該
許
可
に
伴
い
決
定
さ
れ
る
在
留
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

三
月
を
超
え
六
月
以
下

一
万
八
千
円
（
当
該
許
可
の
申
請
が
電
子
申
請
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の

推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
行

わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万
五
千
円
）

ロ

六
月
を
超
え
一
年
未
満

二
万
五
千
円
（
当
該
許
可
の
申
請
が
電
子
申
請
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

二
万
千
円
）

ハ

一
年

三
万
三
千
円
（
当
該
許
可
の
申
請
が
電
子
申
請
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
万
七
千
円
）

ニ

一
年
を
超
え
三
年
未
満

四
万
八
千
円
（
当
該
許
可
の
申
請
が
電
子
申
請
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

四
万
二
千
円
）

ホ

三
年
以
上
五
年
未
満

六
万
四
千
円
（
当
該
許
可
の
申
請
が
電
子
申
請
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
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万
六
千
円
）

ヘ

五
年
以
上

七
万
五
千
円
（
当
該
許
可
の
申
請
が
電
子
申
請
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
万
五
千

円
）

三

永
住
許
可

二
十
万
円

四

再
入
国
（
数
次
再
入
国
を
除
く
。
）
の
許
可

四
千
円
（
当
該
許
可
の
申
請
が
電
子
申
請
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
三
千
五
百
円
）

五

数
次
再
入
国
の
許
可

七
千
円
（
当
該
許
可
の
申
請
が
電
子
申
請
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
千
五
百

円
）

２

法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
に
準
ず
る
程
度
に
生

活
に
困
窮
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
、
難
民
の
認
定
又
は
補
完
的
保
護
対
象
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
そ
の
他

の
人
道
上
の
配
慮
を
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

二

外
交
又
は
公
用
の
在
留
資
格
へ
の
変
更
を
受
け
る
者
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三

公
用
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
で
、
在
留
期
間
の
更
新
を
受
け
る
も
の

四

前
二
号
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
者

３

法
務
大
臣
は
、
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
る
者
（
同
号
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
る
者
に
あ
っ

て
は
、
法
第
二
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
第
六
十
一
条
の
二
の
十
四
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
第

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
至
る
ま
で
、
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
手
数
料
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
る
者

一
万
円

二

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
る
者

二
万
円

４

法
務
大
臣
は
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
る
者
が
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

る
中
長
期
在
留
者
（
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
が
、
法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
一
項
（
第
二

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
基
づ
き
同
条
第
五
項
の
規
定
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に
よ
り
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
第

一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
許
可
に
係
る
手
数
料
の
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
法
第
六
十
七
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
手
数
料
を
減
額
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
減
額
後
の
額
）
に
第
三
条
の
三
第
一
項
に
定

め
る
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
登
録
者
カ
ー
ド
の
交
付
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
五
条
の
二

法
第
六
十
七
条
の
二
及
び
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
交
付
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

特
定
登
録
者
カ
ー
ド
の
交
付
（
再
交
付
を
除
く
。
）

四
千
円

二

特
定
登
録
者
カ
ー
ド
の
再
交
付

二
千
円

三

就
労
資
格
証
明
書
の
交
付

二
千
円
（
当
該
交
付
の
申
請
が
電
子
申
請
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
千
六

百
円
）

四

在
留
カ
ー
ド
の
交
付

千
九
百
円



- 6 -

五

難
民
旅
行
証
明
書
の
交
付

四
千
八
百
円

第
二
十
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
六

法
第
六
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

附
則
第
七
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
第
十
九
条
の
十
五
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
中
長
期
在
留
者
が
行

う
も
の
を
除
く
。
）
又
は
当
該
申
請
に
併
せ
て
さ
れ
た
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
基
づ
き
同
条
第
六
項
又
は

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る
と
き
。

（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
施
行
令
の
一
部
改

正
）

第
二
条

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
施
行
令
（
平
成

二
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
特
別
永
住
者
が
行
う
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も
の
を
除
く
。
）
又
は
当
該
申
請
に
併
せ
て
さ
れ
た
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
基
づ
き
同
条
第
七
項
又
は
第

九
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
と
き
。


